
改革案（基本的考え方）

○ 公的な財政負担を抑制しつつ、質の高い労働力を提供していくためには、民間活力を活用
しながら労働者の能力開発を促す政策は必要不可欠。このため、本助成金により、今後とも
中小企業事業主が行う職業訓練等を支援。

○ （独）雇用・能力開発機構廃止後は都道府県労働局を通じて本助成金を支給する予定。
併せて、効果的・効率的な制度運用のため、以下の考え方に基づき本助成金を見直す方針。

政策効果が上がっているか メニューごとに政策効果を検証した
上で改善

事業主の負担となっていないか 支給手続の簡素化

申請書類の共通化・重複書類の削減
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改革案（手続の見直し）

○　本助成金の支給手続の改善 ○　提出書類の削減

　・受給資格認定申請、受給資格認定手続を廃止

↓

↓ ↓

↓ ↓

↓ ↓

支給申請 支給申請

支給 支給

現行 改善後

受給資格認定申請
事業主に支給対象とな
る訓練の内容等につき
わかりやすく情報提供等

受給資格認定

訓練実施 訓練実施

各メニューごとに
複数の申請様式

　＋添付書類の提出

共通する様式の統合及び
重複する添付書類の省略

↓
９種類あった様式を１種類に統合

＋添付書類の削減

改善後現行

５段階を３段階に ９種類を１種類に統合
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